
町
営

住
宅

下
水
道

生
活
環
境

※
各
住
宅
の
家
賃
は
入
居
者
の
所
得
状
況

な
ど
に
よ
り
算
定
し
、
別
に
共
益
費
が

必
要
で
す
。

※
�
の
住
宅
は
浴
室
は
な
く
、
�
・
�
の

住
宅
は
浴
室
は
あ
り
ま
す
が
浴
槽
・
給

湯
設
備
は
入
居
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

募集対象住宅

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
入
居
者
を
次
の
要
領

で
募
集
し
ま
す
。

入
居
申
込
資
格

�
町
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
を

有
す
る
方
。

�
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
（
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
方

や
近
く
婚
姻
す
る
婚
約
者
を
含

む
。）
が
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

家
族
を
故
意
又
は
不
自
然
に
分

割
又
は
合
併
す
る
世
帯
の
申
込

み
は
で
き
な
い
。

※
特
例
と
し
て
次
に
該
当
す
る
方

は
単
身
入
居
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

（
等
級
な
ど
で
認
め
ら
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。）

ア
５０
歳
以
上
の
方

イ
身
体
障
害
者（
１
〜
４
級
）の
方

ウ
生
活
保
護
者

エ
そ
の
他
、
戦
傷
病
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
方
・
原
子
爆

弾
被
爆
者
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
・
海
外
引
揚
者
な
ど

�
入
居
し
よ
う
と
す
る
世
帯
員
の

収
入
合
算
額
が
、
法
令
で
定
め

ら
れ
た
基
準
内
で
あ
る
こ
と
。

�
現
在
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
方
。

以
上
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す

方
。

申
込
書
の
交
付
及
び
受
付
期
間

８
月
１２
日
（
月
）
か
ら
８
月
２３

日
（
金
）
ま
で
の
執
務
時
間
中
。

※
申
込
書
に
、
世
帯
全
員
の
住
民

票
の
写
し
及
び
所
得
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
抽
選
日
、
抽
選
会
場
、
申
込
資

格
の
有
無
な
ど
は
、
後
日
申
込

者
に
直
接
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

役
場
ま
ち
づ
く
り
課

町
営
住
宅
係

�
９
８
５
―
４
１
２
２

受
益
者
負
担
金

に
つ
い
て

下
水
道
の
施
設
は
、
道
路
や
公

園
の
よ
う
に
一
般
の
公
共
施
設
と

違
っ
て
、
利
用
者
が
特
定
の
方
に

限
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
公

共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
区
域
内
の
利
益
を
受
け
る

方
に
、
投
入
し
た
工
事
費
の
一
部

を
負
担
し
て
い
た
だ
く
の
が
、
受

益
者
負
担
金
制
度
で
す
。

受
益
者
負
担
金
を

納
め
て
い
た
だ
く
方
（
受
益
者
）

下
水
道
施
工
区
域
内
に
土
地
を

持
っ
て
い
る
方
に
、
土
地
の
面
積

に
応
じ
て
一
度
限
り
ご
負
担
い
た

だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
土
地
が
地
上
権
、

賃
借
権
な
ど
の
目
的
と
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
権
利
者
が
受
益
者
に

な
り
ま
す
。

受
益
者
負
担
金
額

賦
課
は
番
地
ご
と
に
行
い
、
１

�
あ
た
り
３
５
０
円
を
乗
じ
て
得

た
額
が
負
担
金
額
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
上
限
額
は
１５
万
円
で

す
。
納
付
方
法
は
、
一
括
納
付
と

分
割
納
付
が
で
き
、
年
４
回
の
４

年
間
、
計
１６
回
と
な
り
ま
す
。
納

期
は
８
・
１０
・
１２
・
翌
２
月
の
４

期
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
初
年
度
の
８
月
に
一

括
納
付
す
る
場
合
は
約
１
割
の
報

奨
金
が
出
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
下
水
道
課
業
務
係

�
９
８
５
―
４
１
２
６

犬
を
飼
う
時
の
約
束

犬
の
放
し
飼
い
や
、
飼
い
主
に

は
好
ま
し
く
聞
こ
え
る
愛
犬
の
声

も
近
所
迷
惑
に
な
り
ま
す
。
犬
の

散
歩
の
と
き
は
引
き
綱
を
つ
け
て
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
フ
ン
入
れ
を
携

帯
し
、
犬
の
フ
ン
は
飼
い
主
の
責

任
で
必
ず
始
末
し
ま
し
ょ
う
。

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

生
後
９１
日
以
上
の
飼
い
犬
は
、

必
ず
生
涯
一
度
の
登
録
と
毎
年
１

回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

万
一
、
犬
に
か
ま
れ
た
と
き
は
、

松
山
中
央
保
健
所
生
活
衛
生
課
（
�

９
３
１
―
８
７
８
３
）
へ
届
け
出

る
と
と
も
に
、
獣
医
師
に
狂
犬
病

の
有
無
の
検
査
を
う
け
て
く
だ
さ

い
。

犬
が
飼
え
な
く
な
っ
た
と
き

飼
い
犬
を
捨
て
る
と
、
野
良
犬

の
被
害
が
出
る
な
ど
大
勢
の
方
の

迷
惑
と
な
り
ま
す
。
飼
え
な
く
な
っ

た
犬
は
役
場
生
活
環
境
課
で
引
き

取
り
ま
す
。（
執
務
時
間
中
）

飼
い
犬
の
死
亡
な
ど
の
届
出

次
の
よ
う
な
場
合
、
飼
い
主
は

印
鑑
、
犬
の
鑑
札
と
狂
犬
病
予
防

注
射
済
票
を
お
持
ち
の
う
え
、
速

や
か
に
役
場
生
活
環
境
課
へ
届
出

を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

犬
の
死
亡
、
所
在
地
変
更
、

所
有
者
変
更

問
い
合
わ
せ

役
場
生
活
環
境
課
生
活
環
境
係

�
９
８
５
―
４
１
１
７

トイレ

水洗

水洗

水洗

部屋数

２ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

床面積

３９．６６�

６４．００�

６０．７０�

住宅の階層

３階建の
３階

４階建の
３階

３階建の
２階

住 所

筒井１３６０

筒井１２６０

筒井１２６０

住 宅 名

義農アパー
ト１２１号

江川住宅
１０７号

江川住宅
２０８号

�

�

�
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